より透明性の高い市政調査研究費制度を確立するための決議
 
　政務調査費（市政調査研究費）は、平成12年の地方自治法改正に伴い、地方議会の活性化を図るため、地方議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として制度化された。
八尾市議会においても、全国市議会議長会から示された条例準則に沿って八尾市議会市政調査研究費の交付に関する条例を可決・制定し、平成13年度から議員個人に対して市政調査研究費を交付し、現行の使途基準に基づき、適正な執行に努めてきたところである。
　しかし、昨今、全国各地で政務調査費に対する住民訴訟や住民監査請求が提出され、その結果、政務調査費の不明瞭な使途が指摘され、さらには返還を命じられるケースも見受けられるところである。
また、新聞紙上をはじめ、連日、マスコミ各社において、政務調査費に関連する内容も大々的に取り上げられ、多くの国民が各市議会の対応等について、その動向に注目と関心を寄せているところである。
　こうした状況を踏まえ、本市議会としても収支報告書に領収書の添付を義務付けることはもとより、近年の政務調査費に係る判例等を斟酌した使途基準や運用指 針のあり方等、より透明性、信頼性の高い制度改正に着手していく必要性を認識し、その実行に向けて具体の動きを展開していくべく、大多数の議員間で現行の「市政調査研究費制度の見直しに係る申し合わせ」を確認したところである。
本市議会としては、既に制度見直しに向けての本格検討の緒についているところであり、領収書の添付や詳細かつ具体的な使途基準の策定など、制度全般について 多角的、専門的に検討し、真に市民の信頼を得るに足りる市政調査研究費制度を確立するための取り組みを展開していかなければならないと、固く決意をしているところでもある。
よって、本市議会は、より透明性・信頼性の高い制度改正の速やかな導入に向けて、確固たる姿勢と主体性をもって実行に移し、もって市民の負託に応えていくことを表明する。
　なお、領収書の添付については、平成19年度中から適用するとともに、専門的知見を活用するため、学識経験者等の参画による市政調査研究費検討会議等を平成19年度に設置し、その結果を受けて、速やかに所要の制度改正を行うことを本市議会の揺るぎない総意として、ここに宣言する。
　以上、決議する。
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